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１．マニュアルの改定内容（概要）

（1）Webマップ表示機能を備えた物資拠点・支援協力者データベースの構築

・神戸市が整備する災害時物資輸送における「支援協力者マップ」をパワーポイ
ントからwebマップに変更した。
本マップを協力事業者に提供することで、民民連携の強化にもつなげる。

図：支援者協力者データベース

Excelマクロを用いて、
データベースに基づきWebマップを更新
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１．マニュアルの改定内容（概要）

（2）データベースに基づくWebマップの作成

図：支援者協力者WebMAP

・前ページのExcelデータベースに基づき下記マップを作成
※「参考資料４」zipファイルを解凍⇒「map」⇒「map_dev」
⇒「支援協力者webマップ.html」を開く（フォルダの名称や位置は変更×）
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１．マニュアルの改定内容（概要）

（2）データベースに基づくWebマップの作成

図：支援者協力者WebMAP

① 凡例のマークをクリックすることで詳細な情報が表示
② 施設名称で検索が可能

②

①
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１．マニュアルの改定内容（概要）

（3）支援協力者マップのマニュアルへの位置付け

・ マニュアル内「Ⅲ章 １節 (２) 具体的な手順と関係主体役割」に
支援者協力者マップを明確に位置付けた。

エ．候補施設の選定や拠点運営に必要な資機材等の確保については、支援協力者マップ
（紙・Webマップ）を活用し、効率的な拠点配置になるよう努める。



1-2.防災アクションカードの充実化

１．マニュアルの改定内容（概要）

（1）防災アクションカードの具体化

・「だれが・いつ・何を・どのように・何を参考にしながら・どうする」の明確化
を図った。ただし、記載のシンプルさは可能な限り保持するため、従来のアク
ションカード部分には修正を加えず、右側に補足情報を追加することとした。

・左側は従来のまま
・右側に補足情報追加
※A3で印刷し、半分に折り基本はA4サイズで利用

する。必要に応じて補足情報を確認



1-2.防災アクションカードの充実化

１．マニュアルの改定内容（概要）

（2）防災アクションカードの追加

・発災初期における手順を簡単に確認するため、救援物資対策チームの立ち上げ～
調整会議までの手順をアクションカード化した。
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１．マニュアルの改定内容（概要）

（1）全体工程フローの作成・マニュアルへの位置付け

・マニュアル内の章節項等をベースに、全体工程フローを作成し、マニュアル資料
編に「８.全体工程フロー」とし、位置付けた。

①章節構成と対応付けたフローを作成することで、全体の工程や対応の流れに対す
るマニュアル該当ページへのアクセス性の向上を図る。

②全体フローと防災アクションカードの対応を取る事により、マニュアルと防災ア
クションカードの相互関係を整理・明確化する。
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１．マニュアルの改定内容（概要）

（1）全体工程フローの作成・マニュアルへの位置付け

【義援物資対応】

フェーズ①：体制の確立

【広報対応】

Ⅲ.１.（２）⑪

義援物資に関する

広報の実施

Ⅲ.１.（２）①

市・区災対本部・救援物資

対策チーム等の立ち上げ

【本部立ち上げ、体制確 【集積・配送拠点の確立】

Ⅲ.１.（２）⑤

集積・配送拠点

（二次物資拠点）の確保

Ⅲ.１.（２）⑥

拠点運営担当職員の配置

Ⅲ.１.（２）⑨

集積・配送拠点（二次物資

拠点）における拠点運営事

業者の確保

Ⅲ.１.（２）⑩

集積・配送拠点

（二次物資拠点）の設営

【市現物備蓄物資の配送】

Ⅲ.２.（２）①

市の現物備蓄物資の

避難所への配送

フェーズ②：現物備蓄活用の時期

【物資の調達・確保】

Ⅲ.３.（２）①

市調達物資の確保

Ⅲ.３.（２）②

県等からの救援物資の

提供連絡と承諾

【義援物資対応】

Ⅲ.３.（２）⑤

義援物資の受入れ

【物資の受入れ】

Ⅲ.３.（２）③

集積・配送拠点（二次物資

拠点）における物資の受入

Ⅲ.３.（２）④

県等からの救援物資・

市調達物資の受入れ・報告

Ⅲ.３.（２）⑥

物資の一時保管

フェーズ③：第一期物流の時期

【物資一時保管倉庫対応】

Ⅲ.３.（２）⑦

適正な保管を行うための

物資量の調整

【物資の配送】

Ⅲ.３.（２）⑧

物資の配分量の決定と伝達

Ⅲ.３.（２）⑨

配送事業者による集積・配

送拠点（二次物資拠点）か

フェーズ④：第二期物流の時期

【ニーズの収集・整理】

Ⅲ.４.（２）①

避難所ニーズの収集・整理

【物資の調達・確保】

Ⅲ.４.（２）②

市調達物資の確保

Ⅲ.４.（２）③

県等からの救援物資の

提供連絡と承諾

Ⅲ.４.（２）⑥

義援物資の受入れ

【物資の受入れ】

Ⅲ.４.（２）④

集積・配送拠点（二次物資

拠点）における物資の受入

Ⅲ.４.（２）⑤

県等からの救援物資・市調

達物資の受入れ・報告

Ⅲ.４.（２）⑦

物資の一時保管
【物資一時保管倉庫対応】

Ⅲ.４.（２）⑧

適正な保管を行うための

物資量の調整

【物資の配送】

Ⅲ.４.（２）⑨

物資の配分量の決定と伝達

Ⅲ.４.（２）⑩

配送事業者による集積・配

送拠点（二次物資拠点）か

Ⅲ.２.（２）②

県等の現物備蓄物資の

提供依頼

Ⅲ.２.（２）③

集積・配送拠点(二次物資

拠点)における県等からの

現物備蓄物資の受入れ準備

Ⅲ.２.（２）④

県等からの現物備蓄物資

の受入れ・報告

【県現物備蓄物資の受入れ・配送】

発災 ２４時間～３

２４時間～３日 ４日～７日目

【調整会議】
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【被災状況等の把握】

Ⅲ.１.（２）②

避難所等の情報収集

整理・報告

Ⅲ.１.（２）③

神戸市の総合備蓄拠点、

関係機関等の被災状況の

把握

Ⅲ.１.（２）④

調整会議の開催

Ⅲ.１.（２）⑧

救援物資対策チームにおけ

る総合物流事業者の確保

【配送手段の確保】

Ⅲ.１.（２）⑦

配送手段の確保準備

【海上輸送】

Ⅳ.１.（２）②

海上輸送の受入拠点活用の

基本的な流れ

【県現物備蓄物資の配送】

Ⅲ.２.（２）⑤

県等の現物備蓄物資の配分

量の決定と伝達

Ⅲ.２.（２）⑥

県等の現物備蓄物資の

避難所への配送
55

※義援物資は

指定場所へ再配送

※義援物資は

指定場所へ再配送
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：救援物資対策チーム

：拠点運営担当職員、

拠点運営事業者、施設管理者

：配送事業者

：対応する防災アクションカード
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